




 Ⅲ１１（２） 

 

 

イ 災害障害見舞金の支給 

（ア）支給限度額 

  a 負傷又は疾病にかかった当時に主として世帯の生計を維持していたとき   250万円以内 

  b  a以外のとき                             125万円以内 

（イ）費用負担  国1／2 県1／4 市町村1／4 

ウ 災害援護資金の貸付 

（ア）貸付限度額 

  a 世帯主の負傷（1か月以上）   150万円以内 

  b 家財の3分の1以上の損害    150万円 〃 

  C 住居の半壊          170万円 〃 

  d 住居の全壊（eのときを除く）   250万円 〃 

  e 住居の全体が滅失又は流失のとき  350万円 〃 

  f 世帯主の負傷＋家財の損害     250万円 〃 

  g 世帯主の負傷＋住居の半壊     270万円 〃 

  h   〃   ＋住居の全壊     350万円 〃 

  i 被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情の 

ある場合 

（a）住居の半壊        250万円以内 

（b）住居の全壊        350万円 〃 

（C）世帯主の負傷＋住居の半壊 350万円 〃 

（イ）貸付利率等 

   10年償還（内据置期間3年又は5年） 年3％（据置期間を除く） 

（ウ）費用負担  国2／3 県1／3 

 


